
経済産業省委託事業

国際税務の基礎知識と
諸外国の最新動向についての
情報提供セミナー

第6回 ドイツ
2025年12月



2

ドイツの税制概要・進出時の留意点
【目次】
税制概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
事業課税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
納税要件・課税範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
源泉税・雇用にかかる税金・付加価値税・その他の間接税 ・・・・・・・・・・・・・9
法人課税にかかる各種優遇税制措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
企業進出形態の比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
PE課税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
税務調査および異議申立て・税務訴訟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 3
ホットトピック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
QDMTT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16



3

• ドイツ連邦共和国は11の西側連邦国と5つの
東側連邦国から成り立っている。ドイツの政治
体制は連邦共和制で、大統領を国家元首と
しており、議会は連邦議会・連邦参議院の
二院制である。

• 言語：ドイツ語
• 通貨：ユーロ（EUR（€））
• 居住法人：ドイツ国内で設立された法人も
しくはドイツ国内に経営管理の拠点がある外
国法人

• 居住法人の課税所得の範囲：全世界所得
• 日本との租税条約：あり
• 日本との社保協定：あり
• 中央政府税務当局の名称：連邦財務省
（Bundesministerium der Finanzen；
BMF）

税制概要

社会保険料 雇用者は社会保障掛金を支払わなければならない。
雇用税 存在しない。

不動産税 個人用または事業用不動産に対して地方自治体から毎年課される。
帳簿価額に対する最終的な実効税率は0.98％から2.84％の間となる（平均は約1.9％）。

付加価値税
（VAT）

標準税率は19％である。
食品・医薬品等必需品は7％の軽減税率である。

法人税

税率（含むキャピタルゲイン）
約30％（連邦法人税15.825％（5.5％の連帯付加税含む）のほか、地方
税である営業税が7〜約17％課税される。なお、2028年1月1日より、法人
所得税率は年1％ずつ段階的に引き下げられ、2032年以降は10％となる）

課税年度 暦年（ただし法人の会計年度が暦年と異なる場合、課税所得は課税年度中
に終了する会計年度の所得とする）

申告納付期限
翌年の7月31日まで（翌々年の2月末まで延長可能）
延長については税理士によって申告書が作成される場合は税務当局の自動承認。
納付は査定書の受領後1ヵ月以内。

事業を展開する際に生じるその他の主な税、社会保険料

2024年
1月1日

2024年
12月31日3月10日

6月10日
9月10日

12月10日
2025年

12月31日
2025年
7月31日

2026年
2月28日

四半期ごとに予定納付
翌年の7月31日
までに申告

（延長可能期限）

ドイツの税制概要・進出時の留意点

事業年度
（ 12月決算の場合）
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事業課税（事業期間中）（1/2）
ドイツ法人所得税
税率 約30％ （連邦法人税15.825％ + 地方営業税が7〜約17％）

課税所得計
算

会計上の利益に、一時差異を考慮した税務上のバランスシートを作成し、
法人税法上の調整項目を加減算することで算出する（一時差異の認識は
法人税申告外で行う）。

欠損金

繰越期限 一定の場合を除き、無期限

控除限度額
1百万EUR以下の課税所得 制限なし
1百万EUR超の課税所得 60％までの金額（2024
年から2027年は70％までの金額）

繰戻し 1百万EURまでの欠損金は、前年度に繰戻しできる
（連邦法人税のみ、地方営業税は不可）。

キャピタル
ゲイン・ロス

一般的に、キャピタルゲインは課税所得に含まれる。
ただし、株式譲渡によるキャピタルゲインは、法人所得税と営業税の計算上、
非課税とされているが、そのキャピタルゲインの5％は、損金算入できない事業
費用として課税所得に加算される。すなわち、株式譲渡によるキャピタル
ゲインについてはその95％が非課税ということになる。
キャピタルロスは100％損金不算入である。

中間納付
四半期ごとに予定納付する必要がある
（事業年度が暦年ベースの場合、法人税（連帯付加税を含む）は3月
10日、6月10日、9月10日、そして12月10日がそれぞれ納付期日となる）。

法人所得税
債務の時効 原則4年、租税回避行為と考えられる場合は15年に延長される。

連結納税制
度

連結納税制度あり。
対象となる子会社は親会社に議決権の50％超を保有されており、登記所
在地または経営管理機能がドイツ国内またはEU・EEA加盟国であり、本
社機能がドイツにある等の要件を満たす必要がある。

税制改正 通常、11月後半から12月中旬に法律が成立し、1月1日から適用される。

日本

ドイツ

収益

ドイツ子会社

人件費 • 連邦法人税
• 地方営業税
• 連帯付加税
• 社会保険料
• 不動産税
• 付加価値税（VAT）

日本親会社

出資

研究開発費

その他費用・資産等

ドイツの税制概要・進出時の留意点
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事業課税（事業期間中）（2/2）
法人所得税の計算上注意を要する項目課税所得の計算方法

一時差異考慮後の税引前当期利益

（＋）益金算入項目

（＋）損金不算入項目
例：監査役報酬の50％

（－）益金不算入項目
例：適格受取配当金

（－）損金算入項目

当期課税所得

（－）税務上の繰越欠損金

課税所得

（×）法人税率

法人税額

（－）源泉税額

（－）中間納付税額

差引法人税額

一般原則 • 会社の事業目的を達成するためのみに生じた費用、固定資産の減価償却費、支払
利子等は、原則として損金算入可能である。

報酬
• 監査役会に支払われた報酬の50％は、損金算入ができない。
• 役員報酬に関しては一般的に全額損金算入できる。出資者である役員への報酬支払
いは事前合意が前提であり、年度中の引上げや業績を背景とした一時金支給は損金
算入が認められず『隠れた利益配当』とみなされる可能性がある。

準備金および
引当金

• 以 下 の 特 定 の 負 債 に 対 し 、 税 務 上 繰 入 額 が 損 金 算 入 で き る 。
将来従業員に支払われる年金、債務保証、保証金、損害賠償請求、訴訟費用、そし
て控除可能な税金に対するもの等

寄付金
• 非営利活動への寄付金は、所得金額の20％または、法人の選択により、売上高と
給与の合計額の0.4％まで損金算入できる。

• 損金算入限度額のうち未使用部分の金額の繰越しができる。

固定資産
の償却費

有形 • 定額法により損金算入される（定率法の利用は一定のものに限られる）。

無形 • 取得した営業権・のれん（Goodwill）は、15年にわたり定額法で償却
される。

その他

• 少額資産（VATを含まない取得価額が8百EUR未満）は、動産であり、
かつ他資産から独立して使用できるという条件の下、取得年度に全額費用
化できる。なお、個々に使用できる資産で、VATを含まないで2.5百EUR以
上1千EUR以下の資産は、1つのグループ資産とし、5年間にわたって定額
法（年償却率20％）で償却することもできる。

受取配当 • 基本的に、受取配当の全額は、非課税となる（ただしうち5％は課税対象）。
• 直接保有率10％未満の法人から受け取る配当については課税対象となる。

損金不算入
の費用

• 年間1人当たり35 EURを超える贈答品（従業員以外の者に対するもの）
• 狩猟、釣り、ヨット、事業所所在地以外のゲストハウスに関する経費
• 接待飲食費の30％など

ドイツの税制概要・進出時の留意点
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• 2008年1月より過少資本税制は下記の制度（利子
控除制限）に変わった。

• 支払利子のうち受取利子と同額までは損金に算入でき
るが、それを超える部分はEBITDA（償却費、支払
利子前利益）の30％までに損金算入制限される。
損金算入できなかった利子は無期限に繰越し可能。

• なお、純支払利子が3百万EUR以下の場合は支払利
子が全額損金算入できる。

• 配当、利子（関係会社間貸付）およびロイヤルティ
の外国法人への支払いは通常、源泉税の対象となる。
・配当：25％（連帯付加税を含んだ場合

26.375％）
・利子：0％ （ただし、転換社債等の場合には

25％（連帯付加税を含んだ場合
26.375％））

・ ロイヤルティ：15％（連帯付加税を含んだ場合
15.825％）

• 日本への支払い等については租税条約により下記の
とおりとなる（特典制限条項（LOB）あり）。
・配当：0％（議決権-直接25％以上18ヵ月以上

保有の場合）
5％（議決権-直接10％以上6ヵ月以上
保有の場合）

            15％（その他の場合）
（日独租税条約の制限税率）

・利子：0％（日独租税条約の制限税率）
・ ロイヤルティ：0％（日独租税条約の制限税率）

• 非居住者への支店の利益送金は源泉税の対象とな
らない。

事業課税（資金注入、資金還流時）

損金算入？

日本

ドイツ
ドイツ子会社

資金注入

配当・利子

日本親会社
100％

日本

ドイツ

ドイツ子会社

配当・利子・
ロイヤルティ

日本親会社
100％

源泉税課税？

ドイツの税制概要・進出時の留意点

資金注入した
場合の留意点

利益の送金
および
関連者取引
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• ドイツ不動産保有法人以外のドイツ子会社の譲渡に
よるキャピタルゲインは、日独租税条約によりドイツで
非課税となる。

• ドイツ子会社がドイツ不動産を保有している場合、ド
イツ不動産譲渡税（地方税）の課税に留意が必
要。

• 清算法人の株主においては、残余財産のうち、
資本金相当を除いた部分（留保利益）の分配に
つ い て は 、 25 ％（連帯付加税 を 含 め る と
26.375％）の配当源泉税が課税される（ただし、
配当にかかる日独租税条約の適用関係については
前ページ参照）。

• また、残余財産のうち、資本金相当の分配について
は譲渡益とされ、当該譲渡益の5％に対して約30％
（連邦法人税および営業税含む）の税率で課税
される（日独租税条約によりドイツに課税権は
ない）。

事業課税（撤退時）

日本
ドイツ

譲渡益課税？

ドイツ子会社

日本親会社

ドイツの税制概要・進出時の留意点

撤退時の
キャピタルゲイン
（譲渡益）課税 不動産

清算時の
残余利益
に対する課税

日本

ドイツ

配当課税？
譲渡益課税？

ドイツ子会社

日本親会社
残余利益
の分配

100％

株式譲渡益
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居住法人 非居住法人（外国法人）

課税所得の範
囲 全世界所得 ドイツ国内源泉所得のみが課税対象（事業所得はPEがある場合のみ課税

の対象となる）

投
資
先

居
住
法
人

配
当
等

配当支払法人に対する出資割合が、暦年の開始時点で支払法人の資本に対す
る出資割合が10％以上である場合には原則として受取配当の額の5％相当額に
対して税率約30％で法人税が課税される。それ以外の場合は、配当の額の全額
が税率約30％で法人税が課される。

• 原則26.375％（連帯付加税5.5％を含む）の源泉税
• 日本に対する支払いについては日独租税条約の適用により、0％
（議決権25％以上、18ヵ月以上保有の場合）、5％（同10％以上、
6ヵ月以上の保有の場合）または15％となる。

• 非居住者への支店の利益送金は源泉税の対象とならない。

株
式
等

の
譲
渡

譲渡利益 キャピタルゲインの5％のみが約30％の法人税の課税対象とな
る。 日独租税条約によりドイツ法人株式のキャピタルゲインには課税されない（日独

租税条約の適用がない場合には、資本の1％以上を5年間の間に譲渡する場合
または不動産保有法人である場合には、法人所得税率で課税される）。譲渡損失 損金算入できない。

非
居
住
法
人

配
当
等

配当支払法人の資本の10％以上に出資している場合で支払配当がその法人で
損金算入されていなければ、ドイツ法人が受け取る配当の5％が約30％の税率で
法人税が課税される。

株
式
等

の
譲
渡

譲渡利益 キャピタルゲインの5％のみが約30％の法人税の課税対象とな
る。

譲渡損失 損金算入できない。

国外支店の
所得の取扱い

租税条約により、国外支店の所得が免税になる。租税条約を締結していない国
にある支店や、国外支店の所得を免税にしない租税条約を締結している国にあ
る支店の所得は本店の所得に合算して約30％のドイツ法人税の課税を受ける。
合算された支店の所得については、外国税額控除により二重課税を排除する。

CFC税制

次のいずれにも該当する場合は、当該外国関係会社が稼得する受動的所得は、
ドイツCFC税制の対象となり、株主である居住法人の出資割合に応じた所得が
CFC合算対象所得となる。
• 居住法人／ドイツ居住者等が外国関係会社の株式、議決権、受益権または
残余財産の分配権の50％超を有すること

• 外国関係会社所在国における当該受動的所得に対する課税負担が25％未
満であること

納税要件・課税範囲
ドイツの税制概要・進出時の留意点
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源泉税・雇用にかかる税金・付加価値税・その他の間接税

国内向け払いにかか
る
源泉税

配当：26.375％
利子：26.375％
ロイヤルティ：0％

従業員の
雇用にかかる税務等

雇用主は社会保障掛金を支払わなければならない（料率は2022年度の場合）。

• 年金：月額給与の9.3％（基準給与の上限は7,050EUR）
• 失業保険：月額給与の1.2％（上限は7,050EUR）

• 健康保険：月額給与の7.3％（上限は4,837.50EUR）
• 介護保険：月額給与の1.525％（上限は4,837.50EUR）

付加価値税（VAT）

課税取引
課税事業者によるドイツ国内での物品・サービスの提供ならびに
EU域内取得、輸入

税率
標準税率は19％である。
食品・医薬品等必需品：7％
輸出：0％（免税条件を満たしている前提）

申告期限および納付期限
原則として四半期ごと（または月次）に申告を行う。申告期限は
申告期間の翌月の10日（納付期限も同様）。一定の要件を
満たす場合、申告期限、納付期限ともに翌々月10日までの延長
申請も可能。

年次申告は上記、四半期（月次）申告の集計をベースに行う。

課税期間
暦年単位で課税される。

インボイスの有無
事業者は付加価値税法上の規定に伴い定められて記載事項に
基づいたインボイスを発行しなければならない。

印紙税 なし。

デジタル課税 ドイツ連邦財務省およびドイツ各州の財務局はデジタル広告サービスへの支払いに対する源泉税の課税を見送った。

ドイツの税制概要・進出時の留意点
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法人課税にかかる各種優遇税制措置

項目 対象企業 優遇措置内容

追加減価償却
（Einkommensteuergesetz 
（EStG）§ 7b）

2026年まで付与された建築
許可に基づいて、賃貸住宅を
建設した企業

• 通常の定額法の減価償却に加えて、取得または生産コストの5％の一時的な追加
減価償却が利用可能である。

• 追加減価償却は、取得または生産コストが1平方メートル当たり3千EURを超えず、 建
築された年からその後9年間賃貸される場合にのみ適用される。

研究開発優遇税制
（Forschungszulagengesetz 
（FZulG） – research 
incentives act）

居住法人およびドイツ国内で
課税される事業所得のある
非居住法人で、適格R&D
（一定の基礎研究、応用
研究および実験的研究）を
行っている企業

• 助成金算定のベースは研究開発に従事している従業員の人件費となる。委託研究の
場合は受託業者へ支払う費用の60％を適用人件費とみなす。

• さらに、上記費用の合計は最大で4百万EURが上限となる。グループ企業の場合も
同金額がグループ企業全体での上限となる。

• 上記費用合計の25％が助成金となり（上限は1百万EUR：1企業につき1営業年度
当たり）、税務申告時に法人税納付額と相殺または納付額が助成金額に達していない
場合は差額が支給される。

ドイツの税制概要・進出時の留意点
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企業進出形態の比較
ドイツの税制概要・進出時の留意点

メリット デメリット

子会社
（現地法人）

• 現地法人は、法的には日本の親会社から独立した主体にな
るため、ドイツでの事業活動に関して訴訟が提起された場合、
訴訟当事者となるのは現地法人になる。日本の親会社が
直接ドイツで裁判の当事者とされることは基本的にはない。

• 日本の親会社がドイツ税務当局の税務調査の対象となる
ことは基本的にはなく、ドイツにおける税務申告の観点からは
現地法人が当該法人の課税所得のみを申告納税するだけ
で済む。

• 現地法人を設立する際に一定の登記手続きが必要となる。

• 税務上、現地法人において生じた欠損金を日本の親会社の課税所得と相殺
不可（ただし、ドイツに現地法人がすでに存在し、新たに設立される会社が
孫会社となる場合には、連結納税制度を適用することにより、ドイツ内において
既存子会社の課税所得と孫会社の欠損金との相殺は可能）。

支店

• 開業当初に損失が出た場合、日本本社の課税所得と相殺
し、節税効果が期待できる。

• 本社経費を合理的な範囲で支店に配賦し、ドイツの課税
所得から控除できる。

• 日本本社への支店の利益送金は源泉税の対象とならない。

• 日本本社が、支店の債務について直接責任を負うこととなるため、連邦および州
の裁判管轄に服することになる。その結果、提訴された場合には本社が被告と
なる。

• また支店の税務調査が本社まで及ぶ可能性があり、本社の帳簿・証憑書類等
の提出を求められることがある。

駐在員
事務所

• 駐在員事務所設立にあたっては、登記の必要はなく、その
活動が準備・補助的活動に限られていることを条件として、
ドイツ法人税・営業税の納税対象とはならない。

• ドイツでの活動が、情報収集や提供、市場調査などに限られる。

• 実際にドイツ国内の活動が準備的または補助的活動の範囲にとどまっているかど
うかの判断は、事業目的、事業規模その他の事情を総合的に勘案して判定
される。日独租税条約における恒久的施設（PE）と認定されると、
ドイツ法人税・営業税が発生する。

出張
ベース

• 法人や事務所の設立がないため、コストと事務手続きを抑え
て進出できる。

• ドイツ進出の規模は相当程度限定される。
• 出張者のドイツでの活動によっては、日本本社がドイツにおいてPEを有していると
認定される可能性がある。

• 日独租税条約上の183日ルールに注意（所得税法）。
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PE課税 - PEの類型

PEの種類
ドイツのPE類型は、日本と締結した租税条約においては次のとおり規定されている。

MLI条約の署名：わが国について2019年1月1日、ドイツについて2021年4月1日に発効。

PEに関連するMLI条約の規定の適用：日独租税条約第5条第4項（準備的・補助的除外）は、下記に代わる。

• MLI条約第13条2：特定の活動に関する除外を利用した恒久的施設の地位の人為的な回避（準備的・補助的除外についてそれぞれが準備的・補助的でないといけない）

支店PE1 建設PE3

①事業の管理の場所
②支店
③事務所
④工場
⑤作業場
⑥鉱山、石油または天然ガスの坑井、採石場、
その他天然資源を採取する場所

12ヵ月超える期間存続する建築工事
現場、建設もしくは据付工事

日本

ドイツ

P社

PE
建築工事現場

外国企業が一定の要件に合致する従属
代理人を要している場合のその代理人
（常習代理人）

代理人PE2

日本

ドイツ
PE
代理人

P社
日本

ドイツ

P社

PE
支店等

ドイツの税制概要・進出時の留意点

（日独租税条約第5条第2項） （日独租税条約第5条第3項）（日独租税条約第5条第5項）
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税務調査および異議申立て・税務訴訟

紛争解決手続きおよびプロセス

紛争解決手続き
①税務紛争解決の概要
査定書の受取りから1ヵ月以内に管轄税務署への異議申立てまたは、
異議申立てを経ず、直接税務裁判所に提訴が可能

②税務裁判所への提訴
異議申立ての否認から1ヵ月以内に税務裁判所に提訴

③控訴先、控訴申立ての期限等
税務裁判所での敗訴から1ヵ月以内に連邦税務裁判所に上訴

税務調査の執行上の特徴
①調査対象法人の抽出方法
大規模会社は定期的に、中小規模会社へは一定期間周期（3〜4年）で
継続的に行われる。

②税務調査の大まかな流れ、通常の通知から終了までの期間
調査の通知、電子データの提供、調査官の訪問、質問事項への対応、暫定
的調査結果の知らせ、交渉、最終面談、調査報告書および査定書の発行：
3ヵ月から数年（調査範囲や会社の規模、指摘事項などで大きく異なる）

③対象税目
法人税（移転価格を含む）・営業税・付加価値税（VAT）は同時に
調査される（移転価格だけの独立調査は一般的にはない。一般的な調査
対象期間は3〜4年。付加価値税はさらに特別調査（対象期間1ヵ月か
ら）が頻繁に行われる。事前通知なしの立入り調査も可能。給与計算にお
ける所得税の源泉徴収義務に対する調査が行われる。調査対象期間は4
年が一般的。また、関税調査なども独立して行われる。

税務調査

税務申告書の提出

当局の執行体制
一般的には地域の管轄税務署が担当であるが、大規模会社の場合は連邦税務局の
担当官が同席する場合もある。
財務省、州税務当局、地域統括税務当局、地域税務署
調査数150,440件、調査官人数12,895人（2021年度統計）

連邦税務裁判所
（Bundesfinanzhof）への上訴

遡及期間原則4年

Option 1
査定書の受け取りから
1ヵ月以内

裁判となった場合の
紛争解決までの
一般的な期間

1〜3年

管轄税務署への
異議申立て

税務裁判所
（Finanzgericht）への控訴

Option 2
査定書の受け取りから1ヵ月
以内に税務裁判所に提訴も可能

否認から1ヵ月以内

敗訴から1ヵ月以内

ドイツの税制概要・進出時の留意点
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01
DAC6への対応

論点：DAC6（ The sixth version of the EU 
Directive on administrative cooperation；クロス
ボーダー税務アレンジメントに関連する税務領域におけ
る自動情報交換義務に関する行政協力指令）に
基づく税務アレンジメントの届出は税務申告書へも記載
義務がある。それにより今後の調査では届け出られた
税務アレンジメントに対してより深く調査が行われる
可能性がある。

対応策：届出を怠った場合はペナルティが生じるため、
適宜スクリーニングを行い、さらに調査時に租税回避行
為と受け取られぬよう事前に十分な調査と文書を作成
する。

02
自己申告による税務申告書の訂正
論点：調査開始前に行われる自己申告に
基づく税務申告書の修正は可能であるが、
状況によっては取締役に対するペナルティへ
発展する。

対応策：Tax CMS（Compliance 
Management System）の導入により税務
ガバナンスの向上を図り、取締役へのペナルティ
のリスクを引き下げる。

03
駐在員の給与にかかる課税漏れ

論点：日本から出向している駐在員の給与
計算における源泉徴収漏れ（主に日本払いの
所得や帰国後に発生するドイツ勤務期間中の
所得）が発生している。件数も多く、追徴課税を
受けると役員1人当たり2万EURを超えるケースも
ある。

対応策：日本払い給与については、集計または
報告の徹底、帰国後に、ドイツ勤務分の給与の
支払いが生じないような仕組みづくりを行う。

04
特定の費用に関する損金算入否認

論点：顧客へのプレゼントや接待費、エクスカーション費用は部分的または全額損金
不算入となる。例えば、顧客や販売代理店を集めて大規模なパーティー・イベントや
訪日旅行を開催した場合にも、部分的にしか損金として認められない場合もあるので
業務的理由を説明できるよう、注意が必要。また個人的要素が含まれている場合
（特にインセンティブ／旅行）は所得税の問題にも発展する可能性あり。

対応策：これらの費用の把握を徹底する。

05
所得税の課税漏れ

論点：ドイツ税法においては会議費という名目はそもそも存在しないことか
ら、社員（役員、使用人）に支払ったフリンジベネフィットや飲食費用の
所得税における課税漏れが発生している。

対応策：個人所得税の課税対象となるフリンジベネフィットや飲食費
用を適切に把握する。

ドイツの税制概要・進出時の留意点

ホットトピック（税務調査の論点も含む）（1/2）
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06
VATにおける追徴課税または
仕入税額控除の否認

論 点 ： VAT に お け る 免 税 取 引 の 際 の
ドキュメンテーション不足による追徴課税、および
受取請求書の内容不備による前段階控除（仕入
税額控除）の否認が発生している。

対応策：ドキュメントの入手、保管の徹底、受取
請求書の内容確認を徹底する。

07
国外支店の取扱い

論点：国外支店の損益分離に関して支店側での
会計処理、税務申告処理の不十分により
租税条約に基づく所得免除に障害が出る。

対応策：国外支店の会計処理、税務申告に関し
ての本店による管理強化。

08
記録および計算の不備による

損金算入の否認
論点：用途不明金、不適格寄付金、請求書の
不備、引当金計算の不備によっては損金不算入と
される。

対応策：記録の徹底、請求書の保存の徹底、
請求書受取時の内容確認を徹底する。

ドイツの税制概要・進出時の留意点

ホットトピック（税務調査の論点も含む）（2/2）



16

01
登録手続き

論点：グループリーダー報告書

ドイツのミニマム課税法
（Mindeststeuergesetz - MinStG）
は、複数の事業体が該当する場合、国
内に所在するすべての納税義務を負う
事業体（Geschäftseinheiten）をまと
めてミニマム課税グループ
（Mindeststeuergruppe）を構成さ
せ、そのなかからグループリーダー
（Gruppenträger）を選択する。

届出の期限：

 UPEの会計年度が暦年の場合：
2024年度終了後の2ヵ月ごとなり
2025年2月28日まで

 UPEの会計年度が歴年以外の場
合：2026年2月28日まで

02
申告および納税手続き

論点：QDMTT申告およびGloBE情報申告

ドイツにおけるミニマム課税のコンプライアンスは、 以下の2
つの申告義務に分けられる。

1. GloBE情報申告（Mindeststeuer-Bericht）：

− 多国籍企業グループの計算情報（ETR、トップアップ
税額など）を連邦中央税務局（BZSt）に提供する
（国際的な情報交換（DAC9等）の基盤となる）。

− 原則としてドイツ国内の各事業体に提出義務がある
が、最終親会社（UPE）または指定提出会社が、ド
イツとの間で有効な情報交換協定がある国でGIRを提
出した場合、ドイツ国内の事業体は提出義務を免除さ
れると思われる。

2. ミニマム課税申告書（Mindeststeuererklärung）：

− ミニマム課税の最終的な納税額を自己申告するための
税務申告書

− ミニマム課税グループのグループリーダーが、GIRの情報
を基に、QDMTT、IIR、UTPRの合計額を計算し、管
轄の税務署に提出

QDMTTセーフハーバー等が適用され、トップアップ税額が
ゼロとみなされた場合でも、これらの申告義務自体は存続
（ゼロ申告：Nullanmeldung）。

03
OECDモデルルール・コメンタリーと

QDMTTの差異
論点：申告内容および期限

基本的な考え方に相違はないが、EU各国では、
EU指令に基づき、各国がそれぞれ国内法として
ミニマム課税法を導入している。

そのため、申告期限や申告内容（特にCbCR
セーフハーバーのQDMTT申告への適用や申告
免除の有無など）に関して、必ずしも統一されてい
ない。

また現在もOECDからの新しいガイダンスを
国内法に取り込むためのミニマム課税調整法案
などが現在進行形で討議されており、最終的な
形が決まっていない点にも注意が必要である。

引き続きアップデート情報に気を配る必要があ
る。

ドイツの税制概要・進出時の留意点

QDMTT
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1. 移転価格税制導入時期

• クロス・ボーダーの機能移転・事業再編に係る詳細な移転価格税制に関する規定は2008年1月1日に導入された。
（外国税法（ドイツ語名：Außensteuergesetz）の第1条）なお、ドイツの移転価格税制は営利企業、パート
ナーシップ、恒久的施設に適用される。

• マスターファイルおよびローカルファイルは、租税通則法（ドイツ語名：Abgabenordnung）のSection 3 第90条に規
定されている。

• 2016年、2016年1月1日以降に開始する事業年度を適用初年度とする国別報告書の作成が法制化された（租税
通則法第138a条）。

• 2021年、外国税法第1条が改正され、“Best Method Rule”が導入された（基本三法優先の考え方は廃止され
た）。

2. 関連者の定義

ドイツにおける関連者の定義は以下のとおりである（外国税法のSection 1paragraph 2）。
• ほかの法人の資本の25％以上を直接的または間接的に保有している法人
• ほかの法人に支配的な影響を及ぼす法人
• ほかの法人の資本の25％以上を直接的または間接的に保有している、またはほかの間接的な形で法人に支配
的な影響を及ぼすことのできる第三者

3. 移転価格調査の時効

• 一般的に、調査対象期間は4年である（租税通則法の第169条）。
• 重過失が認められる租税回避または脱税の場合、調査対象期間は長くなる（脱税の調査対象期間は最長10年）。
調査対象期間は暦年で計算される。ただし、国外関連取引に係る調査については、調査対象期間について特段の
規定は設けられていない。なお、関税の調査では4年より短い期間が対象となる。

• 税務調査の結果は、相互協議またはEU仲裁手続きの結果によって、当該結果の有効日から1年以内であれば、前
述の時効が過ぎた後であっても修正が認められる（租税通則法の第175a条）。

4. 独立企業間価格の
算定方法

OECDガイドラインに沿った5つの移転価格算定方法が認められている。
①CUP法（独立価格比準法）、➁RP法（再販売価格基準法）、③CP法（原価基準法）、④TNMM（取引
単位営業利益法）、⑤PS法（利益分割法）
加えて、機能移転に関してはhypothetical arm’s length method（最高価格と最低価格の範囲内であるか否かの検
証）という方法が認められている。

5. 事前確認（以下、「APA」）
／ 相互協議（以下、
「MAP」）の適用可能性

日本との租税条約の有無
あり

実務上の適用可能性
あり。日本‐ドイツ間の相互協議は通常年2回程度実施される。

移転価格税制の概要
ドイツの移転価格税制の概要
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ローカルファイル（以下、「LF」）の概要（1/2）

1. 作成義務対象者

•グループ内棚卸資産取引の取引高が6百万EURを超える、またはその他の取引が60万EURを超える法人
（German Profit Determination Documentation Regulations（ドイツ語名：Gewinnabgrenzungsaufz
eichnungs-Verordnung）のSection 6 paragraph 2）。
•小規模事業者に対しては文書化の免除規定がある。しかし、ドイツ税務当局からの要請を受けた場合は60日
以内に提出しなければならない（租税通則法第 90条 3項）。

2. 作成期限 法令上、LFの作成期限は設けられていない。

3. 提出期限

従来は、ドイツ税務当局から要請を受けた日から、通常の取引に関するLFであれば60日以内、特別取引（契
約の締結または変更、企業の重要な機能およびリスクの変更に関連する資産の譲渡または提供、移転価格に
重大な影響を及ぼす事業戦略の変更、再編活動に関連する資産の譲渡等に係る取引）に関するLFは30日
以内に、それぞれ提出する必要があった。

しかし、2025年1月1日以降の税務調査通知から、①MF、②特別取引のLF、③取引マトリクス*¹は直接請求さ
れずとも、税務調査通知を受けた日から30日以内の自動提出義務が適用された。また、通常の取引に関する
LFについてもドイツ税務当局から要請を受けた日から、30日以内の提出が必要となる（60日から30日への短
縮）。

なお、この新ルールは、2025年1月1日以前に発生した税金についても、2024年12月31日以降に税務調査命
令が出た場合は適用される。その場合、MF、特別取引の文書、取引マトリクスを2025年1月1日以前の未済年
度について提出する必要がある（Fourth Bureaucracy Relief Act （BEG IV））。

4. 作成言語
通常はドイツ語であるが、ドイツ税務当局の許可があればドイツ語以外の言語（英語等）で文書化を作成する
ことが認められる場合がある（German Profit Determination Documentation RegulationsのSection 2 
paragraph 5）。

ローカルファイルの概要
ドイツの移転価格税制の概要

*¹ 取引マトリクスとは、関連者間取引の概要や主要な特徴をまとめた資料であり、2025年1月1日から新しく義務化された。ドイツ連邦財務諸表は公式ガイダンスを発
行しており、テンプレートサンプルを確認することが可能である。主に、国外関連取引の種類・国外関連者および国・国外関連取引金額・契約書の有無および内容・移
転価格算定方法・無形資産（IP）取引における優遇措置の有無（Patent Box）等の記載が必要である。
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マスターファイル（以下、「MF」）の概要

1. 作成義務対象者 多国籍企業グループに属し、前年度の売上高が1億EUR以上の法人（租税通則法 第 90条 3項）

2. 作成／提出期限
MFに関して年次での更新義務はないが、同時文書化においてMFを作成することが推奨される。ドイツ税務当局
にMFの提出を要請された場合、法人は30日（従来は60日であった）以内のドイツ税務当局が指定する期日
内にMFを提出しなければならない（租税通則法 第 90条 3項）。

3.罰則

• 文書が不十分または未提出の場合、最低5千EURまたは移転価格調整額の5～10％の罰金が課される。
（租税通則法第162条4項）

• 提出遅延には最大1百万EUR、または30日超過後は1日当たり最低1百EURの追加罰金が課される。
• 2023年以降、税務調査官の協力要請に遅延した場合、1日75 EUR（最大150日間）、さらに条件によっ
ては1日最大2万5千EURの追加罰金も課される場合がある（過去5年以内に遅延ペナルティがあった場合や、
売上高が12百万EUR以上など）（租税通則法第200a条）。

ローカルファイル ／ マスターファイルの概要
ドイツの移転価格税制の概要

ローカルファイル（以下、「LF」）の概要（2/2）

5. 罰則

• 文書が不十分または未提出の場合、最低5千EURまたは移転価格調整額の5～10％の罰金が課される
（租税通則法第162条4項）。

• 提出遅延には最大1百万EUR、または30日超過後は1日当たり最低1百EURの追加罰金が課される。
• 2023年以降、税務調査官の協力要請に遅延した場合、1日75 EUR（最大150日間）、さらに条件によっ
ては1日最大2万5千EURの追加罰金も課される場合がある（過去5年以内に遅延ペナルティがあった場合や、
売上高が12百万EUR以上など）（租税通則法第200a条）。
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国別報告書（以下、「CbCR」）の概要

1. 作成義務対象者

• 前年度の連結売上高が7億5千万EUR以上の最終親会社等（租税通則法第138a条）
• CbCRの提出義務があっても、親会社のCbCRを自動的情報交換によってドイツ税務当局が入
手できない場合は、ドイツ所在の子会社がCbCRをドイツ税務当局に提出する必要がある（租
税通則法第138条1項）。

なお、日本とドイツの間ではCbCRの自動的情報交換が行われているため、在ドイツ日系企業の提
出は不要。

2. 提出期限／作成期限 会計年度終了から1年以内に作成・提出（租税通則法の第138a条 6項）

3. 罰則 CbCRおよび通知義務に従わなかった場合は、最大1万EURの罰金が課される。

4. CbCRに係る通知
（Notification）の要
否

ドイツ法人は、法人税申告時に、CbCRの提出者をドイツ税務当局に通知する必要がある。
通知はドイツ語で行う（租税通則法第138a条5項）。

国別報告書の概要
ドイツの移転価格税制の概要
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対象法人
連続する直近の2会計年度において、連結売上高が7億5千万EURを超過する多国籍企業グループの最
終親会社であるドイツ法人、または、連続する直近の2会計年度において、連結売上高が7億1千万EUR
を超過し、EUもしくはEEA（欧州経済領域）の域外に居住する最終親会社に支配された多国籍企業グ
ループに属する「中規模以上*¹」のドイツ法人・支店

適用開始年度 2024年6月22日以降に始まる年度（EU指令に準ずる）

開示期限 ドイツ法人の会計年度終了後12ヵ月以内

言語 ドイツ語

免除規定
以下のいずれかに該当するドイツに居住する法人もしくは支店（EU指令に準ずる）
• 金融機関である場合（別途、すでにCbCRの開示を義務付けられているため）
• ドイツ国外に法人・支店を有しない場合、等

セーフガード条項
開示により事業の商業的地位に重大な不利益をもたらす場合、その情報を一時的に省略できるセーフガー
ド条項が採用された。ただし省略された情報は4年以内の公開が求められる。また、EU非協力リスト掲載国
に係る情報については、省略は不可とされた。

ドイツにおけるPublic CbCRの法制化内容

ドイツにおける特有の事項およびホットトピック

EU Public CbCRの導入（1/2）

*¹「中規模以上」の定義

3項目（1.当事業年度の総資産が7.5百万EURを超過、2.当事業年度の売上高が15百万EURを超過、3.当事業年度の平均従業員数が50人を超過）のうち、

2項目以上を満たすドイツ法人。また、連続する直近の2会計年度において、売上高が12百万EURを超過しているドイツ支店。
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開示事項

 一般的開示事項：（商法第342h条第1項）
• 開示対象となる会社名（ドイツ国内あるいは第三国に位置する最終親会社または単独会社）
• 開示対象事業年度
• 使用通貨
• 企業グループの場合、連結決算書に包括されていて、EU加盟国と欧州経済領域加盟国に位置し
ている子会社すべて、そして、開示対象事業年度の3月1日時点にEUブラックリストならびにEUグレー
リストに言及されている国・地域に位置する子会社すべての名称

 具体的開示事項：（商法第342h条第2項）
• 開示対象事業年度のビジネス活動の概要
• 開示対象事業年度の従業員数（フルタイム従業員数換算）
• 関連会社とのビジネス活動からのものを含む開示対象事業年度の収益
• 開示対象事業年度の税引前利益または欠損
• 開示対象事業年度について納付すべき収益に対する税金額
• 開示対象事業年度において納付された現金ベースでの収益に対する税金額
• 開示対象事業年度の留保利益

罰則規定 報告義務を遵守しない場合、最高25万EURの罰金が課される。

EEA加盟国に関する
情報開示 EU加盟国だけでなく、すべてのEEA（欧州経済領域）諸国にも適用される。

ドイツにおける特有の事項およびホットトピック

EU Public CbCRの導入（2/2）
ドイツにおけるPublic CbCRの法制化内容
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直近において
移転価格調
査・課税が重
点的に行われて
いる取引、業
界

 近年の移転価格税制に関するドイツ税務当局の主な関心は以下のとおりである。
• 恒常的に赤字の法人
• 事業再編を行っている法人
• 低税率国に所在する国外関連者との取引を行っている法人
• 国外に送金されるロイヤルティおよび役務提供対価

 国外関連取引を行っている会社に対する税務調査において、移転価格の調査は基本的に
毎回行われる。ドイツ税務当局が最も関心を持っているのが移転価格調査である。

 取引種別の観点では、特に金融取引、知的財産（IP）関連取引、グループ内役務提供
サービスに重点が置かれている。

対応方法に
ついての助言

• 通常、赤字の場合には要因分析を行い移転価格文書等で当局への説明資料を具備するなど
の対応、事業再編を行っている場合には再編前後の機能リスクの位置付けと価格設定方法に
ついて整合的な説明準備等が推奨される。

調査の動向について

ドイツにおける特有の事項およびホットトピック

ドイツにおける移転価格調査に係るトピック
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ドイツ移転価格に係るホットトピック
ドイツにおける特有の事項およびホットトピック

その他

項目 説明

移転価格税制に関連する最近の改正

• 金融取引に関連する規制として、2024年以降、ドイツにおけるグループ内金融取引
は「グループ格付けベースの金利」・「金融会社の実質的機能・リスクの証明」など、より
厳格な規制・文書化が求められる。既存契約も対象となるため、早急な見直し・検討
が推奨される（cf. Sec. 1 Foreign Tax Act（AStG））。

• 前述のとおり、文書化要件のうち、取引マトリクスが導入された（cf. Sec. 90 Fiscal 
Code（Abgabenordnung））。

移転価格文書作成関連のよくある手
続き上のミス等（例：期限間違い、現

地特有の記載事項のミス等）
• 経済分析が不十分、またはグループ内役務提供サービスの便益に関する十分な文書
化がなされていないケースが見受けられる。

税務当局のAPAおよびMAPに対する
姿勢（積極的、消極的、ユニラテラル

APAを推奨する、等）
• MAPおよびAPAに積極的である。なお、ドイツではユニラテラルAPAは利用できない。

税務当局からの要請がない限りLFの提
出が不要の場合、税務当局からLFの
提出を実際に求められる可能性

（例：頻繁、増加傾向、まれ、等）
• 提出を求められる可能性は非常に高い。
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